
15 減免に関する調
（単位：円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度
件数 減免額 減免額 減免額 減免額

公益社団法人または公益財団法人（第1項第1号） 63 1,260,000 86,600           400,000          620,000

一般社団法人（非営利型）または一般財団法人（非営利型）
（第1項第2号）

81 1,511,300 186,400          371,300          611,600

特例民法法人（旧民法第34条の公益法人） 66 1,263,100 3,725,000       3,323,300       2,833,100

認可を受けた地縁による団体（第1項第3号） 791 15,490,600 13,828,900 14,457,500 14,960,700

特定非営利活動法人（第1項第4号） 194 3,749,600 3,361,100 3,612,800 3,672,800

計 1,195 23,274,600 21,188,000 22,164,900 22,698,200

災害被害者に対する減免（第1項第1号） 0 0 0 0 0

生活扶助者に対する減免（第1項第2号） 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0

取得直後の災害滅失等による減免（第1項第1号） 0 0 0 0 0

災害などによる代替不動産の取得に対する減免
（第1項第2号）

0 0 0 188,900 905,400

国・県・市町村の補助金の交付に係る不動産の取得に対する減免
（第1項第3号）

33 76,752,000 55,089,600 7,546,700 4,751,100

生活扶助者の無償取得に対する減免（第1項第4号） 0 0 0 0 0

住宅を住宅公団などに新築させた土地の取得者に対する減免
（第1項第5号）

0 0 0 0 0

その他 45 3,336,100 2,578,500 4,950,800 5,772,700

計 78 80,088,100 57,668,100 12,686,400 11,429,200

災害等による減免 0 0 0 26,600 26,600

公益のため直接専用する自動車の減免
（過疎バス、社会福祉）

949 27,687,900 26,111,400 26,910,200 26,910,200

身体障害者等に対する減免
（身体障害者が運転するもの）

7,061 266,104,000 256,827,100 259,840,100 259,840,100

身体障害者等に対する減免（身体障害者と生計を一にするもの
（常時介護する者）が運転するもの）

2,460 93,465,300 93,510,200 95,041,600 95,041,600

身体障害者等の利用に供するための自動車の減免 638 14,769,400 13,365,900 13,770,200 13,770,200

計 11,108 402,026,600 389,814,600 395,588,700 395,588,700

災害等による減免 0 0 0 0 0

救急自動車等の減免 0 0 681,300 723,900 723,900

身体障害者等に対する減免（身体障害者が運転するもの） 354 19,630,700 18,430,200 19,711,900 19,711,900

身体障害者等に対する減免（身体障害者と生計を一にするもの
（常時介護する者）が運転するもの）

125 6,960,500 6,843,600 6,998,900 6,998,900

身体障害者等の利用に供するための自動車の減免 53 7,604,300 7,259,900 9,822,200 9,822,200

計 532 34,195,500 33,215,000 37,256,900 37,256,900

合　　　計 12,913 539,584,800 501,885,700 467,696,900 466,973,000

自動車取得税
（条例第111

・112条）

個人事業税
（条例第57条）

不動産取得税
（条例第77条）

自動車税
（条例第149

・150条）

区　　     分
平成25年度

法人県民税
（条例第41条）


